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船舶事故調査報告書 

 

                             平成３０年４月２５日 

                      運輸安全委員会（海事専門部会）議決 

                         委   員  佐 藤 雄 二（部会長） 

                         委   員  田 村 兼 吉 

                         委   員  岡 本 満喜子 

 

事故種類 サーファー死亡 

発生日時 平成２９年８月５日 １４時３５分ごろ 

発生場所 神奈川県横須賀市観音埼北東方沖 

 観音埼灯台から真方位０１６°５００ｍ付近 

 （概位 北緯３５°１５.６′ 東経１３９°４４.８′） 

事故の概要 プレジャーボートSirena
シ レ ー ナ

Ⅱは、漂泊中、サーファーがパドリングし

て右舷機の推進器周辺に接近した際、リーシュコードが推進器に巻き

込まれるなどして水没し、サーファーが死亡した。 

事故調査の経過  平成２９年１０月１０日、本事故の調査を担当する主管調査官（横

浜事務所）ほか１人の地方事故調査官を指名した。 

原因関係者からの意見聴取は、本人が本事故で死亡したため、行わ

なかった。 

事実情報 

 船種船名、総トン数 

 船舶番号、船舶所有者等 

 Ｌ×Ｂ×Ｄ、船質 

 機関、出力、進水等 

 

プレジャーボート SirenaⅡ、５トン未満 

 ２３５－４９８１５神奈川、湘南サニーサイドマリーナ株式会社 

 ９.１９ｍ（Lr）×２.８６ｍ×１.５１ｍ、軽合金 

 ディーゼル機関２基、２４８kＷ（合計）、平成２３年８月 

 乗組員等に関する情報 船長 男性 ４３歳 

 一級小型船舶操縦士・特殊小型船舶操縦士・特定  

  免許登録日  平成１７年１０月２５日 

  免許証交付日 平成２７年７月２１日 

         （平成３２年１０月２４日まで有効） 

サーファー 男性 ５３歳 

 死傷者等 死亡 １人（サーファー） 

 損傷 なし 

 気象・海象 気象：天気 晴れ、風 なし、視界 良好 

海象：海上 平穏、水温 約２５℃ 

 事故の経過 本船は、船長が１人で乗り組み、サーファー、サーファーの家族２

人（以下「同乗者Ａ」及び「同乗者Ｂ」という。）及び知人１人（以

下「同乗者Ｃ」という。）ほか３人を乗せ、平成２９年８月５日１３

時００分ごろ千葉県鋸南
きょなん

町の保田
ほ た

漁港での遊泳を終え、定係地である

横須賀港第６区のマリーナに向けて出発した。 
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サーファーは、帰途、観音埼灯台北東方沖において、予定されてい

なかったが、‘右舷船尾部に取り付けた長さ約５ｍの係船用ロープ’

（以下「本件ロープ」という。）でウェイクサーフィン（船舶の引き

波を利用するサーフィン）を行うこととし、船長に本件ロープが緊張

してから本船の速力を上げるよう伝えた。 

船長は、本船のフライングブリッジの操縦席に腰を掛けて操船し、

両舷機を前進に入れて遊走した。 

サーファーは、本船の引き波に乗ろうとボード上に立とうとしたも

のの、立てずに落水しては本船の本件ロープに向かってパドリング

（ボード上に腹ばいとなって遊泳する）した。 

船長は、サーファーがパドリングしてきたので両舷機を前進から中

立運転にした。 

同乗者Ａは、サーファーが、パドリングして接近してきた際に視界

から消え、その後、同乗者Ｂと共にリーシュコード（サーフィンボー

ドと足とを結ぶロープ）が付いた状態のサーフィンボードが海面に上

がってきたのを見た。 

船長は、１４時３５分ごろサーファーが見えなくなったので後部デ

ッキにいた同乗者Ｂが声を上げたことに気が付き、同乗者Ａと共に海

中に飛び込んだ。 

同乗者Ａは、サーファーが右舷機の推進器付近のピンに裂けた海水

パンツが引っ掛かった状態であり、インナーパンツの紐が臀
でん

部に食い

込んだ状態にあることを認めた。 

船長は、サーファーが、両手で本船のスイミングプラットホームに

つかまっていたものの、顔が海面上に出せない状況にあり、顔色が悪

くなり始めたので同乗者Ａと共に後部デッキに引き揚げて人工呼吸を

行った。 

本船は、同乗者Ｃが本事故の発生を１１８通報し、海上保安庁から

指示を受けて付近の砂浜に着いた。 

サーファーは、救急車によって病院に搬送され、医師により死亡が

確認されて溺水と検案された。 

（付図１ 事故発生場所概略図 参照） 

 その他の事項 

 

本船は、船内外機を使用しており、スイミングプラットホームから

‘右舷機の推進器取付け用ナットの割りピン’（以下「本件割りピ

ン」という。）までの高さが約１.１ｍであった。 

船長は、船内外機を使用した船舶でウェイクサーフィンをしてはい

けなかったとを本事故後に思った。 

同乗者Ａは、サーファーが海中で足からリーシュコードを外し、リ

ーシュコードが付いた状態のサーフィンボードが海面に上がってきた

ものと本事故後に思った。 

同乗者Ａは、本件割りピンにサーファーの海水パンツが絡み込んだ
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ことを本事故後に知った。 

船長及びサーファーは、本事故当時までウェイクサーフィンを経験

したことがなく、同サーフィンの講習を受けたことがなかった。 

サーファーは、本事故当時、救命胴衣を着用していなかった。 

一般社団法人日本ウェイクサーフィン協会によれば、ウェイクサー

フィンを行う際の注意事項は、次のとおりである。 

・船外機及び船内外機を使用した船舶では、サーファーが推進器に

巻き込まれる危険があるのでウェイクサーフィンをしないこと。 

・乗船者は、全員が救命胴衣を着用すること。 

・サーファーは、ウェイクサーフィンを行う際にはサーフィンボー

ドと自身が衝突し、また、リーシュコードが身体に絡まる可能性

があるので同コードを装着しないこと。 

（写真１ 本船の船尾部、写真２ 本件割りピン付近の状況 参照） 

分析 

 乗組員等の関与 

 船体・機関等の関与 

 気象・海象等の関与 

 判明した事項の解析 

 

なし 

あり 

なし 

 サーファーの死因は、溺水であった。 

本船は、観音埼灯台北東方沖において漂泊中、サーファーが、推進

器に巻き込まれる危険があることを知らずに右舷機の推進器周辺に接

近した際、本件割りピンに海水パンツが絡んだことから、身動きが取

れず、顔を海面上に出せなくなり溺水したものと考えられる。 

船長及びサーファーは、ウェイクサーフィンを行う際の注意事項を

知らなかったことから、船内外機を使用した船舶でウェイクサーフィ

ンを行ったものと考えられる。 

 サーファーは、パドリングして本船に接近した際、視界から消えた

ことを同乗者Ａが認め、また、同乗者Ａ及び同乗者Ｂが、リーシュコ

ードが付いた状態のサーフィンボードが海面に上がってきたのを見た

ことから、リーシュコードが推進器に巻き込まれ、サーフィンボード

とともに海中に没した可能性があると考えられるが、その状況を明ら

かにすることはできなかった。 

 本船は、サーファーのインナーパンツの紐が臀部に食い込んだ状態

であったことから、サーファーが水没して本件割りピンに海水パンツ

が絡んだ際、右舷機の推進器が遊転していた可能性があると考えられ

るが、その状況を明らかにすることはできなかった。 

原因  本事故は、本船が、観音埼灯台北東方沖において漂泊中、サーファ

ーが、推進器に巻き込まれる危険があることを知らずに右舷機の推進

器周辺に接近した際、本件割りピンに海水パンツが絡んだため、身動

きが取れず、顔を海面上に出せなくなったことにより発生したものと

考えられる。 
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参考 今後の同種事故等の再発防止及び被害の軽減に役立つ事項として、

次のことが考えられる。 

・ウェイクサーフィンは、船外機及び船内外機を使用した船舶では

行わないこと。 

・ウェイクサーフィンを行う前には、講習等を受けて救命胴衣を着

用すること、及びリーシュコードを装着しないことなど安全に関

する情報を入手すること。 

・船長は、ウェイクサーフィンを始める前にはサーファーに救命胴

衣を着用させるなど安全に対する注意喚起を行うこと。 
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付図１ 事故発生場所概略図 

 

 

 

 

神奈川県 

 横須賀市 

① 

① 本件ロープ  

② パドリングしていたサーファー 

③ 同乗者Ａ 

④ 船長 

④ 

③ 

② 

事故発生場所 

（平成２９年８月５日 １４時３５分ごろ発生） 
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写真１ 本船の船尾部 

 

 

 

写真２ 本件割りピン付近の状況 

 

左舷機 右舷機 

約１.１ｍ 

スイミングプラットホーム 

本件割りピン 

本件割りピン付近の状況 


